
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
食
品
衛
生
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

一

〇
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
温
泉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
薬　

務　

課
）　

　

四

〇
薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
海
岸
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
河　

川　

課
）　

　

五

〇
流
水
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
建
築
士
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

六

 
条

例

　

食
品
衛
生
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
八
号

　
　
　

食
品
衛
生
取
締
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
品
衛
生
取
締
条
例
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

知
事
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ

る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
登
録
等
に
係
る
手

数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
別
表
第
三
第
一
号
、
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
四
十

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
の
許
可
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。）が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
に
係
る
手
数
料
に

限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、

そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
一
号

　
　
　

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ

れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
二
号

　
　
　

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り

被
害
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ

れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号

　
　
　

興
行
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

興
行
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
項

に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号

　
　
　

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
六
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
項
に

定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
五
号

　
　
　

理
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

理
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
検
査
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
項
に

定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
六
号

　
　
　

美
容
師
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

美
容
師
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
検
査
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
項
に

定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号

　
　
　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
等
の
特
例
）

６　

知
事
は
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
次
項
に
お
い
て

「
特
例
期
間
」
と
い
う
。）
に
申
請
等
が
な
さ
れ
た
登
録
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定

め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

特
例
期
間
内
に
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
取
ら
れ
た
犬
若
し
く
は
ね
こ
、
法
第
三
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
負
傷
し
た
犬
、
ね
こ
等
の
動
物
又
は
第
八
条
の
規
定
に

（3）　 平成23年４月28日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第45号　　 



よ
り
収
容
さ
れ
た
犬
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
内
に
引
き
取
ら
れ
た
犬
等
」
と
い
う
。）
の
飼
い
主
が

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
第
十
七
条
第
二
項
の
費

用
の
負
担
を
し
な
い
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
期
間
内
に
引
き
取
ら
れ
た
犬

等
の
飼
い
主
は
、
当
該
特
例
期
間
内
に
引
き
取
ら
れ
た
犬
等
の
返
還
を
求
め
る
と
き
に
限
り
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
の
費
用
の
負
担
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号

　
　
　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地

震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
検
査
等
に

係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

温
泉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号

　
　
　

温
泉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

温
泉
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方

太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ

た
許
可
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
号

　
　
　

薬
事
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

薬
事
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二

十
五
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
者
に
あ
っ
て
は
同
号
イ
に
掲
げ
る
許
可
を
申
請
す
る
者
を
除
き
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
同
号

ハ
に
掲
げ
る
承
認
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。）
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被

害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
許
可
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
一
号

　
　
　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
平
成
二
十
三

年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申

請
が
な
さ
れ
た
登
録
等
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号

　
　
　

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

３　

知
事
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
者
（
同
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
覚
せ
い
剤
原

料
取
扱
者
の
指
定
証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。）
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
指
定
等
に
係
る
手
数
料

に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
三
号

　
　
　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
免
除
）

２　

知
事
は
、
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
麻
薬
施
用
者
の
免
許
を
申
請
す
る
者
を
除
く
。）
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平

成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
免
許
等
に
係
る
手
数

料
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
号
に
定
め
る
額
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
四
号

　
　
　

道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

道
路
占
用
料
等
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
附
則
第
八
項
」
を
加
え
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
期
限
の
特
例
）

８　

占
用
の
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害

に
よ
り
占
用
で
き
な
く
な
っ
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
徴
収
期
限
を

変
更
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

海
岸
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
五
号

　
　
　

海
岸
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

海
岸
占
用
料
等
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
期
限
の
特
例
）

４　

占
用
の
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害

に
よ
り
占
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
占
用
料
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
徴
収
期
限

を
変
更
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

流
水
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号

　
　
　

流
水
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

流
水
占
用
料
等
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
係
る
土
地
占
用
料
の
徴
収
期
限
の
特
例
）

４　

土
地
の
占
用
期
間
が
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る

災
害
に
よ
り
土
地
の
占
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
土

地
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
徴
収
期
限
を
変
更
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

建
築
士
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
七
号

　
　
　

建
築
士
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

建
築
士
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
に
係
る
手
数
料
の
特
例
）

４　

知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
再
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）
が
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者

で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
が
な
さ
れ
た
再
交
付
に
係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
号
に
定
め
る
額

の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
掲
げ
る
者
（
二
級
建
築
士
免
許
証
明
書
又
は
木
造
建
築

士
免
許
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。）
が
前
項
の
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
準
ず
る
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
再
交
付
に

係
る
手
数
料
に
限
り
、
同
号
に
定
め
る
額
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
中
附
則
に
見
出
し
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
四
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。）
は
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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